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平成２７年度

第８回大分県教育委員会

【議 事】

（１）議 案

第１号議案 平成２７年第２回定例県議会議案に対する教育委員会の

意見について

（２）報 告

①主任手当拠出状況調査の結果について

②平成２７年度大分県学力定着状況調査の結果について（速報）

③県立中津北高等学校運動部活動中の事故について

（３）その他
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【内 容】

１ 出席者

委 員 教育長 工 藤 利 明

委員 林 浩 昭

委員 岩 崎 哲 朗

委員 松 田 順 子

委員 首 藤 照 美

委員 高 橋 幹 雄

欠席委員なし

事務局 教育次長 宮 迫 敏 郎

教育次長 落 合 弘

教育次長 大 城 久 武

参事監兼教育財務課長 岡 田 雄

参事監兼高校教育課長 岩 武 茂 代

教育改革・企画課長 能 見 駿一郎

教育人事課長 藤 本 哲 弘

福利課長 姫 野 浩 之

義務教育課長 後 藤 榮 一

生徒指導推進室長 江 藤 義

特別支援教育課長 後 藤 みゆき

社会教育課長 曽根﨑 靖

人権・同和教育課長 甲 斐 順 治

文化課長 野 尻 明 敬

体育保健課長 蓑 田 智 通

教育改革・企画課主幹 伊 藤 功 二

教育改革・企画課主査 石 丸 一 輝

２ 傍聴人 ８ 名
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開会・点呼

（工藤教育長）

それでは、委員の出席確認をいたします。

本日は、全委員が出席です。

ただいまから平成２７年度 第８回教育委員会会議を開きます。

署名委員指名

（工藤教育長）

本日の議事録の署名委員でございますが、林職務代理者にお願いした

いと思います。

会期の決定

（工藤教育長）

本日の教育委員会会議はお手元の次第のとおりであります。

会議の終了は１３時００分を予定しています。

よろしくお願いします。

議 事

（工藤教育長）

それでは、議事に入ります。

【議 案】

第１号議案 平成２７年第２回定例県議会議案に対する教育委員会の意見

について
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（工藤教育長）

はじめに、第１号議案「平成２７年第２回定例県議会議案に対する教

育委員会の意見について」提案しますので、能見教育改革・企画課長か

ら説明いたします。

（能見教育改革・企画課長）

第１号議案「平成２７年第２回定例県議会議案に対する教育委員会の

意見について」説明いたします。３ページをお開きください。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定に基づき、

知事から７月９日に開会する平成２７年第２回定例県議会に提出予定の

議案のうち、教育委員会関係分として、中ほどの議案名にある「平成２

７年度大分県一般会計補正予算（第１号）関係部分」、「職員の退職手当

に関する条例等の一部改正について」、「大分県立学校職員及び大分県市

町村立学校県費負担教職員定数条例の一部改正について」につきまして、

教育委員会の意見を求められました。これに対し、２ページにあります

案のとおり異議がない旨を回答したいので、提案いたします。

議案の内容等につきましては、担当課長から説明いたしますので、ご

審議の程、よろしくお願いいたします。

（岡田参事監兼教育財務課長）

「平成２７年度大分県一般会計補正予算（第１号）」の教育委員会所

管分について、説明いたします。資料４ページをお開きください。

今回の補正は、知事選後の肉付予算として要求しているものです。表

の下から３段目に２重線で囲んでおりますが、補正予算要求額は、左か

ら２列目の「７月補正予算案」の欄のとおり、５億８７８万５千円の増

額です。この結果、補正後の予算総額は、その２つ右の「累計」欄のと

おり、１，１３６億９，５２１万６千円となり、平成２６年度当初予算

額と比較すると、一番右の「差引増減」欄のとおり、１４億４，６７３

万１千円、率にして１．３％の増となります。

主な補正事業については、次のページの「平成２７年度一般会計７月

補正予算案の概要」で説明いたしますので、そちらをご覧ください。

２番目から下の事業は、おおいた地方創生枠事業として要求している

ものです。

まず、２番目の「未来を創る学び推進事業」３１３万９千円です。こ

の事業は、高大接続改革実行プランを踏まえ、今後の大学入試改革にも

対応するため、フォーラムの実施や授業研究会の開催を行いながら高等

学校での授業改善を推進し、生徒の学力向上を図るものです。

次に、４番目「埋蔵文化財センター移転事業」１億５，９７５万１千

円です。この事業は、築後５０年が経過し、老朽化が著しい埋蔵文化財

センターの移転先として、旧県立芸術会館を改修するものです。
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次に、６番目の「チーム大分ジュニアアスリート発掘事業」２９６万

８千円です。この事業は、オリンピックや国体などで活躍できる優れた

運動能力及び資質を持ったジュニア選手を発掘するため、県内に在住す

る小学校６年生と中学校１年生の希望者を対象に、体力テストなどによ

る選考を実施するものです。

その下、７番目の「トップアスリート就職支援事業」１７３万１千円

です。この事業は、オリンピックなどへの出場を目指すアスリートが安

心して競技に打ち込める環境を整備するため、日本オリンピック委員会

との連携により県内企業とのマッチングを行うなど、トップアスリート

の県内就職を支援するものです。

最後に８番目の「県立スポーツ施設建設事業」２，９００万９千円で

す。この事業は、武道をはじめとする屋内スポーツの競技施設を充実す

るため、スポーツ推進審議会での検討結果等を踏まえ、全国規模の大会

に対応し、大規模災害時の広域防災拠点としても利用できる屋内スポー

ツ施設の建設に着手するものです。

以上でございます。

（藤本教育人事課長）

資料６ページをお開きください。「職員の退職手当に関する条例等の

一部改正について」説明いたします。

下の枠内に参考として記載しておりますが、被用者年金制度の一元化

等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律、いわゆる一元

化法が平成２７年１０月１日から施行され、厚生年金保険制度に公務員

と私学教職員も加入することとなりました。それに伴い、関係する条例

について、まとめて規定の整備を行うものです。

一元化法により、地方公務員等共済組合法が一部改正され、共済年金

に関する規定が削除されたことに伴い、１の職員の退職手当に関する条

例については、条文中の「傷病」の引用法令を「地方公務員等共済組合

法」から「厚生年金保険法」に改め、２の職員の再任用に関する条例に

ついても、「特定警察職員等」の引用法令を、１と同様に改めるもので

す。

いずれも、条例の規定の趣旨としては、これまでと変わるものではあ

りません。施行期日につきましては、法の施行日と同じ平成２７年１０

月１日としております。

続きまして、資料９ページをお開きください。

「大分県立学校職員及び大分県市町村立学校県費負担教職員定数条例

の一部改正」について説明いたします。

「１ 改正の内容」にありますとおり、平成２７年５月１日を基準日

とする学校基本調査の結果、児童・生徒数が確定したことに伴い、県立

学校職員及び市町村立学校県費負担教職員の定数が変動したので改正を
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行うものでございます。

「２ 増減の内訳」をご覧ください。県立学校職員につきまして、高

等学校では、閉校に伴う法定数の減等により５３人の減、特別支援学校

では、学級数の増等に伴う８人の増等により、合計４６人の減となって

います。

市町村立学校職員につきまして、小学校では、児童数の減及び統廃合

等により１２人の減、中学校では、生徒数の減等により３０人の減、合

計４２人の減となっています。

以上でございます。

（工藤教育長）

ただ今、提案のありました議案について、審議を行います。ご質問・

ご意見等のある方はお願いします。

（松田委員）

「チーム大分ジュニアアスリート発掘事業」についてですが、資料に

は体力テストなどによる選考とあります。大分県では、すでにジュニア

の育成は行っていると思いますが、そこに新たに３００万円ほどの予算

を追加するということでしょうか。オリンピック種目に限定して行うの

でしょうか。

（蓑田体育保健課長）

オリンピック種目に限定したものではありません。このようなジュニ

アの発掘はすでに２５都道府県で行われており、それを大分県下全域で

取り組んでいきたいと考えています。実施期間は２年を予定しており、

１年目には体力テストを、２年目にはいろいろな競技を体験させたいと

考えています。

（岩崎委員）

「埋蔵文化財センター移転事業」についてですが、資料によると平成

２９年４月開館予定ということで、我々も非常に期待しています。債務

負担行為が約５億円、今年度の予算としてアスベスト除去と改修設計な

どで約１億６千万円とありますので、旧芸術会館の改修に３億４千万円

ほどかかるということでしょうか。

（野尻文化課長）

２７年度と２８年度の２カ年で工事を行う予定としております。債務

負担行為につきましては、来年度の工事の分ですが、詳細はこれからで

す。
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（岩崎委員）

先日、鹿児島県で九州地方教育委員総会があり、その視察で鹿児島県

のいろいろな施設を見せていただき、様々なすばらしい文化財が展示さ

れていました。ぜひ、それに負けないような施設にしていただきたいと

思います。

（林職務代理者）

「ふるさとのキリシタン文化魅力発信事業」に非常に興味を持ってい

ます。先哲史料館と大学等が共同で研究をしていると思いますが、ぜひ

共同で論文を書いたり発表をしたりして、大分の庶民の文化を発信して

いただきたいと思います。研究等の進展状況が分かりましたら、教えて

ください。

（野尻文化課長）

本事業はマリオ・マレガ神父が収集した資料がバチカン図書館で発見

されたことに基づくもので、現在のところ、先哲史料館の職員がバチカ

ンを訪問し、資料の目録を作っているところです。また、今年９月にバ

チカンでシンポジウムが開催される予定ですので、そこでヨーロッパ各

地へ大分についての情報を発信したいと考えています。さらに、それら

の資料に基づいて、今後数年かけて先哲史料館において豊後キリシタン

についての情報発信を行い、多くの方々に来ていただきたいと考えてい

ます。

（林職務代理者）

教職員の定数についてですが、中学校よりも小学校の方が定数減が少

ないのは、学校の統廃合によるものでしょうか。

（藤本教育人事課長）

資料１０ページをご覧ください。小学校の児童数が１７９人の減、中

学校の生徒数が５６３人の減となっており、小学校の方が児童数の減が

中学校の生徒数の減よりも小さいことから、教職員定数も同じようにな

っています。

（高橋委員）

「県立スポーツ施設建設事業」について、内容が基本設計となってい

ますが、詳細はこれから考えていくということでしょうか。

（蓑田体育保健課長）

はい、そうです。
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（高橋委員）

九州で武道場がないのは大分県と佐賀県だと思いますが、トータルで

考えて使い勝手のいい施設にしていただきたいと思います。

もう１点、先ほど、林委員が言われた「ふるさとのキリシタン文化魅

力発信事業」についてですが、しっかりと取り組んでいただきたいと思

います。大分市の顕徳町あたりにも、キリシタンの文化を伝承した跡が

ありますし、また、これは観光とも関連してきますので、きちんとした

資料を他部局とも共有してほしいと思います。バチカンのシンポジウム

の報告をお願いします。

（野尻文化課長）

承りました。

（工藤教育長）

バチカンでのシンポジウムは大学共同利用機関法人人間文化研究機構

とバチカン図書館が主体となって行われるもので、そこに大分県が参加

するという形です。詳細についてはこれから決まると聞いています。

（松田委員）

高橋委員からも発言がありました「県立スポーツ施設建設事業」につ

いて、ぜひ武道館が大分県にもほしいと思いますが、大規模災害時の広

域防災拠点となる施設となると、他部局ともいろいろな話をする必要が

あると思いますが、そこはどれくらい進んでいるのでしょうか。

（蓑田体育保健課長）

予算計上については教育委員会で行う形となっていますが、連携して

行うことがありますので、土木建築部、総務部、企画振興部等の知事部

局と連携して取り組んでまいります。

（工藤教育長）

それでは、ただ今、提案のありました第１号議案の承認について、お

諮りいたします。第１号議案について、承認される委員は挙手をお願い

します。

（採 決）

（工藤教育長）

第１号議案については、提案どおり承認します。
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【報 告】

①主任手当拠出状況調査の結果について

（工藤教育長）

それでは、報告第１号「主任手当拠出状況調査の結果について」藤本

教育人事課長から報告いたします。

（藤本教育人事課長）

資料１ページをご覧ください。

平成２６年度に引き続き、主任制度定着推進の観点から、平成２７年

度も主任手当の拠出状況について調査を行いましたので、その結果を報

告いたします。

資料中ほどの表にありますように、平成２６年度の調査の結果、手当

を拠出していない主任は小学校約２５％、中学校約６４％、県立学校約

８０％、合計約５１％にとどまっていました。

この状況をふまえ、県教育委員会といたしまして、市町村教育委員会

と連携し、表の下にありますような取組を行いました。

「主要主任の承認要件の設定」につきましては、「主任制度及び主任

手当支給の趣旨や主任等の職務の重要性を十分に理解し、『芯の通った

学校組織』の確立に尽力する者」などを、主要主任の承認要件として、

県教育委員会及び全市町村教育委員会で設定しました。

また、「校長等への任用に当たっての資質の確認」として、校長及び

教頭など管理職の任用に当たっては、「求める管理職像」として「『芯の

通った学校組織』推進プランの全体像を十分に理解するとともに、主任

制度の趣旨をふまえ、学校改革に取り組む意欲に富んでいる者である」

ことを明示し、任用等に当たってこれらの資質の確認を行いました。

さらに、教育事務所による学校訪問時における指導等を中心に主任制

度及び主任手当の趣旨の徹底に取り組んでまいりました。

平成２７年度の調査につきましては、小学校７２３人、中学校４００

人、県立学校５０９人の合計１，６３２人の主任手当受給者に対して、

資料２、３ページの調査依頼に基づき、昨年度と同様に全ての校長が直

接本人に手当を拠出しているかどうかを確認いたしました。

調査の結果につきましては、主任手当を拠出していない主任が１００

％となりました。主任手当の拠出が行われていないことが目的ではあり

ませんので、今後も主任制度の趣旨を徹底し、「芯の通った学校組織」

の活用推進に引き続き取り組んでまいります。

以上でございます。
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（工藤教育長）

何かご質問・ご意見等はありませんか。

（首藤委員）

先月、県教組（県教職員組合）が今後主任手当の拠出を求めないとい

うような報道がありましたが、これについて把握されていることを分か

る範囲で教えてください。

（藤本教育人事課長）

昨年度までは、県教組の運動方針等に、主任制度に反対するための主

任手当の拠出という方針がありましたが、今年度の方針からは削除され

ているということです。つまり、県教組が主任手当の拠出は求めないと

いう方針になったということです。

（岩崎委員）

質問ではなく、感想です。「芯の通った学校組織」の取組の中で管理

職や中間管理職である主任の方々と話し、長い間主任手当についてご理

解を求めてきましたが、職員団体の方もご理解いただき方針転換したと

いうことで、長い間の苦労が報われたという感想を持っています。

教育改革が進み、いろいろな取組も進んでいますので、県教育委員会

が考えているあるべき教育の姿について、同じ方向性で学校現場の管理

職、教職員の方々に協力していただいて、大分の教育を一歩でも二歩で

も進めていただきたいと思います。

②平成２７年度大分県学力定着状況調査の結果について（速報）

（工藤教育長）

次に、報告第２号「平成２７年度大分県学力定着状況調査の結果につ

いて（速報）」後藤義務教育課長から報告いたします。

（後藤義務教育課長）

本年４月１５日（水）に実施いたしました本県学力定着状況調査の結

果につきまして、国立、県立、私立学校を除く、市町村立学校の結果が

第一報として届きましたので、報告いたします。

本調査の目的は、児童生徒の学力や学習状況を把握・分析して、教育

施策の成果と課題を検証し、その改善を図るとともに、教育に関する継

続的な検証サイクルを確立すること、並びに、学校における児童生徒へ

の教育指導の充実や学習状況の改善に役立てることにあります。

調査の対象学年は、小学校５年生、中学校２年生です。調査対象の教

科は、小５は国語、算数、理科の３教科、中２は国語、数学、理科、英
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語の４教科です。平成２５年度から、全国学力・学習状況調査に合わせ

て「知識」と「活用」をそれぞれの教科で問うようにしています。

資料１ページをご覧ください。小学校では、全ての教科で偏差値５０

を超えることができました。これは、平成２５年度から３年連続となり

ます。対して中学校は、数学、理科と国語の知識は、偏差値５０を超え

ることができましたが、国語の活用、英語の知識・活用については、偏

差値５０に届きませんでした。

全ての教科で偏差値５０を超えた学校は、小学校２７１校中１１８校

です。前年度が１３３校でしたので、１５校の減となります。中学校は

１２６校中３０校が全ての教科で偏差値５０を超えました。前年度が３

８校でしたので、８校の減となります。

次に、資料２ページの表、市町村ごとの結果をご覧ください。なお、

町村１校の姫島村、九重町の中学校につきましては、数値を公表してお

りません。

小学校では、姫島村を除く、１７市町中１０の市町が、全ての教科で

偏差値５０を超えております。前年度が１４市町でしたので、４市町の

減となっております。中学校では、姫島村、九重町を除く１６市町中３

市町が全ての教科で偏差値５０を超えております。前年度が５市町でし

たので、２市町の減となっております。

一覧表をご覧になって、お気づきのことと思いますが、中学校国語に

つきましては、「知識」の偏差値が５０を超えている市町が１６市町中

１４市町であるのに対し、「活用」では、４市町しか偏差値５０を超え

ることができていません。中学校国語では、同一教科において、この調

査結果の差が大きいということから、授業内容の見直し、つまり授業改

善が課題となります。

英語につきましては、「知識」「活用」とも１６市町中９市町が偏差値

５０を超えられませんでした。前年度とほとんど変わらない状況であり、

依然、対策の強化が求められる状況です。

資料３ページをお開きください。平成２０年度以降の偏差値平均の推

移とこれまでの学力向上の対策をまとめています。資料３ページが小学

校、４ページが中学校です。平成２４年までは、基礎基本の定着状況調

査でしたので、平成２５年度以降は、「知識」の偏差値を示しています。

小・中学校とも大きく捉えると右肩上がりで、偏差値が年々上昇してい

ますが、小学校に比べ、中学校は不安定です。

なお、資料にはお示ししていませんが、調査対象生徒が小学校５年生

のときの偏差値と今年度の結果を比較してみました。平成２４年度当時

は知識・活用の区別はありませんでしたので、中学校の結果を当時の偏

差値に換算し、国語、算数・数学、理科を比べてみますと、国語では、

偏差値５０．２が５０．６となり０．４ポイントのプラス、理科では、

４９．１が５０．６となり、１．５ポイントのプラスとなっています。



- 12 -

ただし、もともと高かった算数・数学は、０．３ポイントのマイナスで

すが、数学の５１．０は、３教科中では、なお最高となっております。

これは、平成２２年１０月に提示した「低学力の子どもにやさしい３

つの授業改善」、いわゆる「一時間完結型授業」、「板書の構造化、板書

とノートの一体化」、「習熟の程度に応じた指導の強化」が、各学校に浸

透してきた平成２４年当時、その年の１１月にスタートした「芯の通っ

た学校組織」の構築により、さらに各学校における学力向上対策が重点

化、組織化され、学力調査の結果を活用した授業改善が校長のリーダー

シップの下、学校全体で取り組まれるようになってきたことが大きな変

化の要因であると考えます。

今後の課題を３点申し述べます。

１点目は、英語の対策強化です。現在、高校教育課グローバル人材育

成推進班では、大分県英語教育改善推進プランを策定中であり、小中高

が連携した英語指導を進める方針を検討しています。中学校における英

語の対策強化も、グローバル人材育成と関連付けた抜本的な改善を進め

ていくことが必要です。

２点目は、中学校国語で顕著になった活用力の向上です。県教育委員

会が３月に提示しました「目標達成に向けた組織的な授業改善推進手引

き」を活用して、「新大分スタンダード」に基づく授業改善が全ての教

員、全ての教科で進められるよう、市町村教育委員会や学校に対する情

報提供等、指導を強化することです。特に、問題となっております中学

校国語科は、単元を貫く言語活動を設定した問題解決的な展開の授業の

推進を強化してまいります。

３点目は、意欲・持続力・集中力・協働する力などの学びに向かう力

を高めるために、小・中を通して、学びに向かう学習集団づくりを進め

ることです。

以上、３点を今後の課題と捉えています。

報告は以上です。

（工藤教育長）

何かご質問・ご意見等はありませんか。

（首藤委員）

詳しい説明ありがとうございました。授業改善を進めている状況が伺

われ、今後どう改善されるかが楽しみです。

平成２５年度から知識・活用に分かれた調査を実施しているので、児

童生徒一人一人の詳しい状況が明らかになっていると思います。それを

生かした個に応じた指導はどのようにすればよいか、そういう対策をと

ってほしいと思いますが、いかがでしょうか。
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（後藤義務教課課長）

本調査では、一人一人の学力の定着状況の個票を用意し、お返しして

います。それを基に、各学校では夏休み前に面接をしたり、夏休み中の

補充学習の内容を決めたりしています。

（首藤委員）

そういったことは今でもすべての学校で行われていると思いますが、

生徒に個票を渡して、「あなたはここが弱いから頑張るように」と言う

だけで終わるような面があるように思いますので、先生方の研修の中で、

「ここが十分でない生徒には、こんな指導をするとよい」というような、

習熟の程度に応じた指導を進めるときに、同じことをちょっと易しくし

てやらせてみるというのではなく、もっと具体的な取組を考えていかな

いと、学校ごとの差が出るのではないかと思います。

（林職務代理者）

低学力層の状況はどのようになっていますか。分布状況等が分かって

いれば教えてください。正規分布に近づいたのでしょうか。

（後藤義務教育課長）

分布状況については、実は、先ほど届いたと報告を受けましたが、私

はまだ目にしていません。ただ、標準分布では７％といわれる低学力層

の子どもの割合の推移を見ますと、平成２１年度では１０％台だったの

が、平成２５年度には７％台に、平成２６年度には６％台に、というよ

うに、低学力層は減少傾向にあります。

（林職務代理者）

標準的な分布状況に近づけることが大事です。序列をつけるというこ

とではなく、どこが足りないのかを明らかにすることを大事にしてほし

いと思います。

（松田委員）

以前、国語の学力向上支援教員の授業を見たことがありますが、授業

の板書もすばらしく、非常によい授業でした。ところが、その後に見た

数学の授業では、教員の言葉に不適切な表現が見受けられました。国語

の「活用」を上げていくには、全教員で意識して取り組まなければなら

ないと思います。理科のグループ学習では、グループの代表が発表して

いましたが、発表するのは代表１人だけでした。諸外国では、それぞれ

が発表できるようにしています。全教科で国語の「活用」を真剣に考え、

美しい日本語を使う、自分の意見を述べる力を高めることにどの教科で

も取り組むべきです。一人の子どもは全ての教科を受けているのですか
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ら。そのように感じました。

③県立中津北高等学校運動部活動中の事故について

（工藤教育長）

次に、報告第３号「県立中津北高等学校運動部活動中の事故について」

蓑田体育保健課長から報告いたします。

（蓑田体育保健課長）

「県立中津北高等学校運動部活動中の事故について」説明いたします。

資料をご覧ください。

事故発生日時は、平成２７年５月２１日（木）１７時３５分頃、発生

場所は県立中津北高等学校柔剣道場です。事故当時の状況・経過でござ

いますが、当日の練習に参加していたのは、顧問１名、男子部員８名、

女子部員５名の計１４名です。なお、顧問につきましては、柔道６段、

全日本柔道連盟公認柔道指導者資格Ａ指導員の資格を保有している者で

す。関係生徒は、１年生男子柔道部員Ａ君、ケガをした生徒です。３年

生男子柔道部員Ｂ君、技をかけた生徒です。どちらも小学校から柔道を

しており、初段を取得しています。

概要につきましては、顧問立ち会いの下、Ａ君が練習中に後頭部を痛

打し、意識不明の状態に陥り、ドクターヘリで大分大学医学部付属病院

に搬送され手術を行ったものです。

当日の経過でございますが、１６時１５分から練習を開始し、１時間

弱、準備運動や補強運動、基本練習等を行い、７分程度の休憩の後、乱

取り練習を始め、その１０分くらい後に事故が発生しています。

発生の状況につきましては、はじめに、Ａ君がＢ君に大内刈りをか

けたところ、Ａ君の大内刈りが不十分でＢ君に技がかからず、Ｂ君が

自分の股の間に入っている足を小外がけしました。Ｂ君の小外がけに

より、組んだ状態のままＡ君は背中から倒れました。倒れた際、左手

を放して受け身をとった後、後頭部を打ったという状況です。

事故発生時、顧問はすぐそばにおり、Ａ君が後頭部を打つのを見て

おり、Ａ君を安静な状態にしています。その後、Ａ君の意識が薄れて

いく状況から１７時４１分救急車を要請し、１７時４６分に救急車が

到着、救急隊員の判断でドクターヘリを要請し、大分大学医学部付属

病院に搬送され、脳の左側からの出血を抜く手術を行っています。

現在のＡ君につきましては、大分大学医学部付属病院で治療中です。

声をかけると目で追い、口を動かしたり腕を動かしたりしている状況で

す。また、１日２回、姿勢を確保した上で、簡単なリハビリも行ってい

る状況です。
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事故翌日、高校教育課及び体育保健課職員が学校に出向き、聞き取り

調査と現場の確認を行い、指導内容や練習内容については問題ないと判

断しているところです。しかしながら、なぜ今回の事故が発生したかに

ついては再発防止に向けて検証する必要があると考えています。今後は、

外部の意見も聞くなど、再発防止策を検討していきたいと考えています。

以上でございます。

（工藤教育長）

何かご質問・ご意見等はありませんか。

（高橋委員）

事故発生から救急車要請までの時間の経過は正確なのですか。

（蓑田体育保健課長）

顧問の聞き取りや時刻を覚えていた生徒がいたことから、確認をし、

このような時間となっています。

（高橋委員）

脳の損傷が起きた場合、時間の経過が一番の問題になるので、時間が

正確であるなら対処は間違っていないと思います。

事故に関しては、通常の乱取り練習の際に発生していますが、受け身

をとってなおかつ激しいダメージを受けているということは、相手が上

に倒れたのですか。

（蓑田体育保健課長）

技をかけられて倒れたときに、技をかけた方の体重も乗っていったよ

うです。

（高橋委員）

結果を見る限り通常の練習で起きた事故で、対応も早かったと思いま

すが、安全面を考えて練習していただきたいと思います。

（岩崎委員）

マスコミの報道を見て知りました。事故の発生から救急車の到着の経

過としては、特段問題はないと思います。保護者や関係者から、問題が

あるという指摘等が学校や県教育委員会に寄せられていますか。

（蓑田体育保健課長）

現時点ではありません。
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（岩崎委員）

第三者委員会の設置を検討しているような報道がなされていました

が、聞く限りでは通常の練習での不幸な事故で避けようがなかったよう

に感じられます。第三者委員会を設置して状況を把握する内容とは考え

にくいのですが、どうなのですか。

（蓑田体育保健課長）

通常の練習の中で発生した事故であり、十分検証できていないところ

もあることから、外部の意見を聞きながら検討していきたいと考えてい

ます。

（工藤教育長）

我々も議論しましたが、内容に、特に問題というのは見つけがたいと

感じてはいます。しかし、事故は起こっています。柔道ということもあ

り、練習の仕方等、今後の事故防止に役立てられるよう、違う見方ので

きる方に意見を聞くなど、考える余地があるのではないかと考えていま

す。

（岩崎委員）

柔道は危険を伴う武道なので、稽古等について安全配慮が必要になり

ます。過去の事故の例を参考にして、段の差や体力差を含めて安全性を

検討する必要があると思いますし、検討されたのではないかと思います。

例えば、３年生と１年生での体力的な差等について検討された結果はい

かがだったのでしょうか。

（蓑田体育保健課長）

２人とも少年柔道から柔道をしており、Ａ君は６５ｋｇ、Ｂ君は７６

ｋｇで１１ｋｇの体重差があります。柔道は階級がありますが、大きな

差ではありません。技量的にも大きな力の差はなかったと思います。

（高橋委員）

優秀な選手を育てていく上で足踏みをしてはいけないので、スポーツ

の発展のためにも、もう一度安全面を見直し、安全対策を万全にしてほ

しいと思います。

（林職務代理者）

平成２２年に事故が発生したときに、マニュアル等を作成したと思い

ますが、今回は完全に履行されていましたか。

（蓑田体育保健課長）
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平成２２年に運動部活動指導の手引きを作成しており、今回もその内

容に沿って迅速に対応が行われています。技についても危険な技を使用

していません。

（林職務代理者）

通報についてもマニュアルは活かされたのですね。

（蓑田体育保健課長）

はい、そうです。

（松田委員）

私は、平成１４年から２０年まで中津北高校のスクールカウンセラー

をしていました。文武両道の学校で部活動も活発に行われており、すば

らしい部活動の様子を見ました。今回の事故が中津北高校で発生したと

聞いて驚いています。安全面を重視してきた学校であり、避けられない

事故だったのかと感じています。安全面について意識の高い学校だと思

います。

（工藤教育長）

これから経過をしっかり注視していきたいと思います。

（工藤教育長）

それでは、その他、何かございませんか。

ないようですので、これで平成２７年度第８回教育委員会会議を閉会

します。

お疲れ様でした。



平成27年度第8回大分県教育委員会会議次第

日時 平成２７年７月７日（火）

１２：０５～１３：００

場所 教育委員室

１ 開 会

２ 署名委員の指名

３ 議 題

（１）議 案

第１号議案 平成２７年第２回定例県議会議案に対する教育委員会の意見

について

（２）報 告

①主任手当拠出状況調査の結果について

②平成２７年度大分県学力定着状況調査の結果について（速報）

③県立中津北高等学校運動部活中の事故について

（３）その他

４ 閉 会



第
一
号
議
案

平
成
二
十
七
年
第
二
回
定
例
県
議
会
議
案
に
対
す
る
教
育
委
員
会
の
意
見
に
つ
い
て

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
六
月
三
十
日
法
律
第
百
六
十
二
号
）

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
知
事
か
ら
平
成
二
十
七
年
第
二
回
定
例
県
議
会
に
提
出
予
定
の
議
案
の
う
ち
、

本
委
員
会
関
係
分
に
つ
い
て
意
見
を
求
め
ら
れ
た
の
で
、
別
紙
（
案
）
の
と
お
り
回
答
す
る
。

平
成
二
十
七
年
七
月
七
日
提
出

大
分
県
教
育
委
員
会
教
育
長

工

藤

利

明

提
案
理
由

知
事
か
ら
照
会
の
あ
っ
た
平
成
二
十
七
年
第
二
回
定
例
県
議
会
に
提
出
予
定
の
議
案
の
う
ち
、
本
委
員

会
関
係
分
に
つ
い
て
、
別
紙
（
案
）
の
と
お
り
回
答
し
た
い
の
で
提
案
す
る
。
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教委教改第 号

平成２７年７月 日

大分県知事 広 瀬 勝 貞 殿

大分県教育委員会

教育長 工 藤 利 明

議案に対する教育委員会の意見について（回答）

、平成２７年７月２日付け財第１９８号で照会のあった上記のことについて

下記のとおり回答します。

記

原案のとおり提出することに異議ありません。

案

［第１号議案］
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（単位：千円）

款
７月補正
予算案
(A)

平成２６年度
当初予算額
(D)

差引増減

(C)-(D)

１０　教育費 ① 739,707 120,821,931 121,561,638 120,795,661 765,977

　　教   育   総   務   費 3,139 4,770,098 4,773,237 6,012,051 △ 1,238,814

（福祉保健部
　　　　・生活環境部所管）

② 0 6,442,619 6,442,619 7,446,062 △ 1,003,443

小　　　　　　　計 3,139 11,212,717 11,215,856 13,458,113 △ 2,242,257

２ 　　小     学     校     費 0 42,661,389 42,661,389 42,049,697 611,692

３ 　　中     学     校     費 0 24,734,488 24,734,488 24,559,649 174,839

４ 　　高   等   学   校   費 301,587 28,083,712 28,385,299 26,694,514 1,690,785

５ 　　特 別 支 援 教 育 費 0 9,968,547 9,968,547 9,882,756 85,791

６
　　大　　　　 学 　　　　費
（企画振興部
　　　　・福祉保健部所管）

③ 230,922 1,088,202 1,319,124 1,101,114 218,010

　　社   会   教   育   費 162,851 1,906,873 2,069,724 2,033,704 36,020

（企画振興部所管） ④ 0 104,679 104,679 0 104,679

小　　　　　　　計 162,851 2,011,552 2,174,403 2,033,704 140,699

８     保   健   体   育   費 41,208 1,061,324 1,102,532 1,016,114 86,418

508,785 113,186,431 113,695,216 112,248,485 1,446,731

構成比 (100.0%) (10.7%) (11.1%) (10.8%) (35.2%)

金　額 508,785 12,087,709 12,596,494 12,087,688 508,806

構成比 (89.3%) (88.9%) (89.2%) (64.8%)

金　額 0 101,098,722 101,098,722 100,160,797 937,925

＜参考＞

1.3% 19.9% 18.7% 19.0%

40,012,000 568,623,000 608,635,000 591,820,000 16,815,000

教育委員会所管分計（①－②－③－④）

    う   ち   事   業   費

　　う   ち   人   件   費

県予算額に占める教育委員会予算
額の割合

県　　予　　算　　額

既決（当初）
予算額
(B)

平成２７年度７月補正予算案　歳出（教育委員会）

項
累計

(C)=(A)+(B)

１

７

(＋1.3%)

(＋2.8%)

(＋4.2%)

(＋0.9%)

［第１号議案］
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（単位：千円）

301,587

<2,826,333>

(2,794,753)

3,139

<3,139>

(0)

3,100

<3,100>

(0)

159,751

<159,751>

(0)

7,500

<7,500>

(0)

2,968

<2,968>

(0)

1,731

<1,731>

(0)

29,009

<29,009>

(0)

508,785

平成２７年度一般会計７月補正予算案の概要（教育委員会関係）

6
チーム大分ジュニアアス
リート発掘事業

　オリンピックや国体等で活躍できるジュニア選手を発掘するため、小
学校６年生及び中学校１年生の希望者を対象に体力テストなどによる選
考を実施する。 体育保健課

4
埋蔵文化財センター移転
事業

　築後５０年が経過し、老朽化が著しい埋蔵文化財センターの移転先と
して、旧県立芸術会館を改修する。
　・ホール棟アスベスト除去、展示棟改修設計　など
　・２９年４月開館予定

　〔債務負担行為　４９９，６３３千円〕

5
東京オリンピック選手強
化支援事業

　オリンピック出場が期待される選手の強化を図るため、国際大会出場
に係る経費に対し助成する。
　・補助率　　１／２（上限２５万円）
　・助成対象　中央競技団体から強化指定を受けている者

体育保健課

8
県立スポーツ施設建設事
業

　武道をはじめとする屋内スポーツの競技施設を充実するため、全国規
模の大会に対応し、大規模災害時の広域防災拠点としても利用できる屋
内スポーツ施設の建設に着手する。
　・場所　大分スポーツ公園内
　・内容　基本設計

体育保健課

7
トップアスリート就職支
援事業

　オリンピックなどを目指すアスリートが安心して競技に打ち込めるよ
う、日本オリンピック委員会と連携し、県内企業とのマッチングを行う
など、トップアスリートの県内就職を支援する。 体育保健課

3
ふるさとのキリシタン文
化魅力発信事業

　バチカン図書館に保管されている豊後キリシタン資料（マレガ文書）
を調査するとともに、バチカンで開催される国際シンポジウムに参加す
る。 文化課

文化課

2 未来を創る学び推進事業

　高大接続改革実行プランを踏まえ、今後の大学入試改革等に対応する
ため、高等学校の授業改善に向けた研究などを行う。
　・大学入試改革に伴う高校教育のあり方に関するフォーラムの実施
　・思考力・判断力・表現力を育成するための授業研究会の開催

高校教育課

1 県立学校施設整備事業

　学校施設の長寿命化と学習環境の改善を図るため、大規模改造などを
実施する。
　・大規模改造　２校（大分南高校、中津南耶馬溪校）
　・プール改修　２校（大分西高校、由布高校）

教育財務課

 補正予算案　計 ※うち特別枠（おおいた地方創生枠）分：207,198

事　業　名

平成２７年度
補正予算案
＜累計＞

（前年度当初）

補　正　予　算　案　の　概　要 所管課

特

特特特

特

特特

特

特

特
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職員の退職手当に関する条例等の一部改正について 

 

 

 

１ 職員の退職手当に関する条例の一部改正について（第１条関係） 

 ◎ 今回の改正内容 

一元化法により地方公務員等共済組合法が一部改正され、共済年金に関する規定の削除が行わ

れたことに伴い、条例第３条第２項中の「傷病」の引用法令を改めるもの。 

[現 行] 傷病（地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号）第８４条第２項に規

定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病とする（以下略） 

[改正後] 傷病（厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第４７条第２項に規定する障

害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病とする（以下略） 

 

２ 職員の再任用に関する条例の一部改正について（第２条関係） 

 ◎ 今回の改正内容 

一元化法により地方公務員等共済組合法が一部改正され、共済年金に関する規定の削除が行わ

れたことに伴い、条例附則第２項中の「特定警察職員等」の引用法令を改めるもの。 

[現 行] 地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号）附則第１８条の２第１項第

１号に規定する特定警察職員等（以下略） 

[改正後] 厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）附則第７条の３第１項第４号に規定

する特定警察職員等（以下略） 

 

 

【参考】 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正す
る法律の概要 

       （公布日：平成２４年８月２２日、施行日：平成２７年１０月１日） 
 

「社会保障・税一体改革大綱」（平成 24 年閣議決定）に基づき、年金財政の範囲を拡大して制度の
安定性を高めるとともに、民間被用者、公務員を通じ、将来に向けて同一の報酬であれば同一の保険

料を負担し、同一の公的年金給付を受けるという公平性を確保することにより、公的年金全体に対す

る国民の信頼を高めるため、厚生年金保険制度に公務員及び私学教職員も加入することとし、被用者

年金制度を一元化するもの。 

 

【現行】 【改正後】

３階 職域

２階
共済
年金

１階

第２号
被保険者の
被扶養配偶者

自営業者等 公務員等
第２号
被保険者の
被扶養配偶者

自営業者等 公務員等

1,005 1,938 442 万人 1,005 1,938 442

第３号
被保険者

第１号
被保険者

第３号
被保険者

第１号
被保険者

厚生年金厚生年金

職域部分廃止

第２号
被保険者

3,441 3,441

民間
サラリーマン

国民年金（基礎年金） 国民年金（基礎年金）

民間
サラリーマン

第２号
被保険者

被用者年金制度の一元等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律（以下、「一元化法」

という。）による地方公務員等共済組合法の一部改正に伴い、関係条例の規定を整備するもの。   

［ 施行日 ： 平成２７年１０月１日  ※ 法施行日と同じ ] 

［第１号議案］
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○
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
大
分
県
条
例
第
百
五
号
）
の
一
部
改
正

新
旧
対
照
表

【
第
一
条
関
係
】

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
自
己
の
都
合
に
よ
る
退
職
等
の
場
合
の
退
職
手
当
の
基
本
額
）

（
自
己
の
都
合
に
よ
る
退
職
等
の
場
合
の
退
職
手
当
の
基
本
額
）

第
三
条

（
略
）

第
三
条

（
略
）

２

前
項
に
規
定
す
る
者
の
う
ち
、
傷
病(

厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
二
十
九

２

前
項
に
規
定
す
る
者
の
う
ち
、
傷
病
（
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭

年
法
律
第
百
十
五
号
）
第
四
十
七
条
第
二
項

に
規
定
す
る
障
害

和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
第
八
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
障
害

等
級
に
該
当
す
る
程
度
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
傷
病
と
す
る
。
以
下
こ
の

等
級
に
該
当
す
る
程
度
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
傷
病
と
す
る
。
以
下
こ
の

項
、
次
条
第
二
項
並
び
に
第
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。)

項
、
次
条
第
二
項
並
び
に
第
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。)

又
は
死
亡
に
よ
ら
ず
、
か
つ
、
第
八
条
の
三
第
五
項
に
規
定
す
る
認
定
を
受

又
は
死
亡
に
よ
ら
ず
、
か
つ
、
第
八
条
の
三
第
五
項
に
規
定
す
る
認
定
を
受

け
な
い
で
、
そ
の
者
の
都
合
に
よ
り
退
職
し
た
者(

第
十
二
条
第
一
項
各
号

け
な
い
で
、
そ
の
者
の
都
合
に
よ
り
退
職
し
た
者(

第
十
二
条
第
一
項
各
号

に
掲
げ
る
者
及
び
傷
病
に
よ
ら
ず
地
方
公
務
員
法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
一

に
掲
げ
る
者
及
び
傷
病
に
よ
ら
ず
地
方
公
務
員
法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
一

号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
規
定
に
よ
る
免
職
の
処
分
を
受
け
て
退
職
し
た
者
を

号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
規
定
に
よ
る
免
職
の
処
分
を
受
け
て
退
職
し
た
者
を

含
む
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
六
条
の
四
第
四
項
に
お
い
て
「
自
己
都
合
等
退

含
む
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
六
条
の
四
第
四
項
に
お
い
て
「
自
己
都
合
等
退

職
者
」
と
い
う
。)

に
対
す
る
退
職
手
当
の
基
本
額
は
、
自
己
都
合
等
退
職

職
者
」
と
い
う
。)

に
対
す
る
退
職
手
当
の
基
本
額
は
、
自
己
都
合
等
退
職

者
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ

者
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
額
に
次
の
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗

ら
ず
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
額
に
次
の
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗

じ
て
得
た
額
と
す
る
。

じ
て
得
た
額
と
す
る
。

一

勤
続
期
間
一
年
以
上
十
年
以
下
の
者

百
分
の
六
十

一

勤
続
期
間
一
年
以
上
十
年
以
下
の
者

百
分
の
六
十

二

勤
続
期
間
十
一
年
以
上
十
五
年
以
下
の
者

百
分
の
八
十

二

勤
続
期
間
十
一
年
以
上
十
五
年
以
下
の
者

百
分
の
八
十

三

勤
続
期
間
十
六
年
以
上
十
九
年
以
下
の
者

百
分
の
九
十

三

勤
続
期
間
十
六
年
以
上
十
九
年
以
下
の
者

百
分
の
九
十

［第１号議案］
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○
職
員
の
再
任
用
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
大
分
県
条
例
第
四
号
）
の
一
部
改
正

【
第
二
条
関
係
】

）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分

改

正

案

現

行

附

則

附

則

１

（
略
）

１

（
略
）

（
特
定
警
察
職
員
等
へ
の
適
用
期
日
）

（
特
定
警
察
職
員
等
へ
の
適
用
期
日
）

２

厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
）
附
則
第
七
条
の

２

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
附

三
第
一
項
第
四
号

に
規
定
す
る
特
定
警
察
職
員
等(

附
則
第

則
第
十
八
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
特
定
警
察
職
員
等(

附
則
第

四
項
に
お
い
て
「
特
定
警
察
職
員
等
」
と
い
う
。)

で
あ
る
者
に
つ
い
て
は
、

四
項
に
お
い
て
「
特
定
警
察
職
員
等
」
と
い
う
。)

で
あ
る
者
に
つ
い
て
は
、

平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
改
正
法
に
よ
る
改
正
後
の
法
第
二
十
八
条
の
四

平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
改
正
法
に
よ
る
改
正
後
の
法
第
二
十
八
条
の
四

及
び
第
二
十
八
条
の
五
の
規
定
を
適
用
す
る
。

及
び
第
二
十
八
条
の
五
の
規
定
を
適
用
す
る
。

３
〜

（
略
）

３
〜

（
略
）

18

18

［第１号議案］
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大分県立学校職員及び大分県市町村立学校県費負担教職員定数条例の一部改正（案）

１ 改正の内容

平成２７年５月１日を基準日とする学校基本調査の結果、県立学校及び市町村立学校

の生徒収容定員、児童生徒数及び学級数が確定したため、大分県立学校職員及び大分県

市町村立学校県費負担教職員定数条例第３条第１項各号の職員の定数を次のように改正

する。

（ ）第１号（ 県 立 学 校 職 員 ） 第２号 市町村立学校県費負担教職員

改正後 ３，６０５人 ７，３６０人

改正前 ３，６５１人 ７，４０２人

増減 △４６人 △４２人

２ 増減の内訳

（１）県立学校関係

高等学校 特別支援学校 中学校 計

改正後 ２，４８２人 １，０９７人 ２６人 ３，６０５人

改正前 ２，５３５人 １，０８９人 ２７人 ３，６５１人

増 減 △５３人 ８人 △１人 △４６人

（２）市町村立学校関係

小学校 中学校 計

改正後 ４，６８９人 ２，６７１人 ７，３６０人

改正前 ４，７０１人 ２，７０１人 ７，４０２人

増 減 △１２人 △３０人 △４２人

［第１号議案］
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教
職
員
定
数
に
つ
い
て

定
数
と
は
・
・
都
道
府
県
に
置
く
べ
き
義
務
教
育
諸
学
校
、
公
立
高
等
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
の
教
職
員
の
総
数

○
地
教
行
法
第
３
１
条
第
３
項
・
・
・
職
員
の
定
数
は
条
例
で
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

○
地
教
行
法
第
４
１
条
第
１
項
・
・
・
県
費
負
担
教
職
員
の
定
数
は
、
都
道
府
県
の
条
例
で
定
め
る

「
大
分
県
立
学
校
職
員
及
び
大
分
県
市
町
村
立
学
校
県
費
負
担
教
職
員
定
数
条
例
」
で
定
め
て
い
る

教
職
員
定
数
の
積
算
方
法

大
分
県
の
場
合

＜
平
成
２
６
年
度
の
定
数
＞
県
立
学
校
職
員

３
，
６
５
１
人

市
町
村
立
学
校
県
費
負
担
教
職
員

７
，
４
０
２
人

＜
平
成
２
７
年
度
の
定
数
＞
県
立
学
校
職
員

３
，
６
０
５
人
（
△
４
６
人
）

市
町
村
立
学
校
県
費
負
担
教
職
員

７
，
３
６
０
人
（
△
４
２
人
）

○
義
務
標
準
法
施
行
規
則
第
２
条
・
・
・文
部
科
学
大
臣
は
、
毎
年
度
、
５
月
１
日
現
在
の
教
職
員
定
数
及
び
標
準
学
級
数
に
関
す
る
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

定
数
報
告
の
添
書
に
お
い
て
、
算
定
の
基
礎
と
な
る
児
童
・
生
徒
数
は
、
当
該
年
度
の
学
校
基
本
調
査
に
よ
る
同
日
現
在
の
数
と
さ
れ
て
い
る
。

※
高
等
学
校
に
お
い
て
は
同
調
査
の
同
日
現
在
の
課
程
数
、
学
科
数

【参
考
】収
容
定
員
数
及
び
児
童
・生
徒
数
の
前
年
度
比
較

※
義
務
標
準
法
・
・
・
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律

※
学
校
基
本
調
査
・
・
・
統
計
法
に
基
づ
く
指
定
統
計
調
査

毎
年
度
の
定
数
報
告
及
び

条
例
改
正
が
必
要

小
学
校

中
学
校

合
計

H
27

５
９
，
６
３
３

２
９
，
９
６
２

８
９
，
５
９
５

H
26

５
９
，
８
１
２

３
０
，
５
２
５

９
０
，
３
３
７

増
減

△
１
７
９

△
５
６
３

△
７
４
２

高
等
学
校
※

H
27

２
５
，
３
６
０

H
26

２
５
，
７
６
０

増
減

△
４
０
０

※
高
等
学
校
は
収
容
定
員
数
を
記
載
し
て
い
る
。

○
県
立
学
校

○
市
町
村
立
学
校

特
別
支
援
学
校

中
学
校

合
計

１
，
２
５
３

３
５
８

１
，
６
１
１

１
，
１
７
３

３
５
８

１
，
５
３
１

８
０

０
８
０

［第１号議案］
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大
分
県
立
学
校
職
員
及
び
大
分
県
市
町
村
立
学
校
県
費
負
担
教
職
員
定
数
条
例
（
昭
和
五
十
一
年
大
分
県
条
例
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

新
旧
対
照
表

改

正

案

現

行

第
一
条

〜

第
二
条

（
略
）

第
一
条

〜

第
二
条

（
略
）

（
定
数
）

（
定
数
）

第
三
条

職
員
の
定
数
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

第
三
条

職
員
の
定
数
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

県
立
学
校
職
員

三
、
六
〇
五
人

一

県
立
学
校
職
員

三
、
六
五
一
人

二

市
町
村
立
学
校
県
費
負
担
教
職
員

七
、
三
六
〇
人

二

市
町
村
立
学
校
県
費
負
担
教
職
員

七
、
四
〇
二
人

２

（
以
下
略
）

２

（
以
下
略
）

［第１号議案］
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H27.7.7 教育人事課

主任手当の拠出状況について

２７年度調査結果

○調査期日 平成２７年６月３０日現在
○対象学校数（全学校数） 小学校：２７５校（２７７校） 中学校：１２８校（１２８校)

＊分校含む 県立学校：６７校（６７校）
○調査方法 校長が主任手当受給者から直接聞き取り

項目／校種 小学校 中学校 小中学校計 県立学校 合計

手当受給者総数 ７２３人 ４００人 １，１２３人 ５０９人 １，６３２人

拠出していない主任 １００％ １００％ １００％ １００％ １００％
（７２３人）（４００人）（１，１２３人） （５０９人） （１，６３２人）

拠出している主任 なし なし なし なし なし

把握できない主任 なし なし なし なし なし

２６年度調査結果

○調査期日 平成２６年８月１９日現在
○対象学校数（全学校数） 小学校：２７５校（２８１校） 中学校：１２７校（１２７校）

＊分校含む 県立学校：６９校（６９校）
○調査方法 校長が主任手当受給者から直接聞き取り

項目／校種 小学校 中学校 小中学校計 県立学校 合計

手当受給者総数 ７３５人 ４１０人 １，１４５人 ５１０人 １，６５５人

拠出していない主任 約２５％ 約６４％ 約３９％ 約８０％ 約５１％
（１８３人）（２６０人） （４４３人） （４０６人） （８４９人）

拠出している主任 約３２％ 約１４％ 約２６％ 約１７％ 約２３％
（２３５人） （５９人） （２９４人） （８７人） （３８１人）

把握できない主任 約４３％ 約２２％ 約３５％ 約３％ 約２６％
（３１７人） （９１人） （４０８人） （１７人） （４２５人）

県・市町村教育委員会による主任制度及び主任手当の趣旨徹底の取組

○主要主任の承認要件の設定
「主任制度及び主任手当支給の趣旨や主任等の職務の重要性を十分に理解し、『芯の通った学校
組織』の確立に尽力する者」などを、主要主任の承認要件として、県教育委員会及び全市町村教
育委員会で設定し、校長が要件に該当する者を主任に任命した。

○校長等への任用に当たっての資質の確認
校長及び教頭など管理職の任用に当たっては、「求める管理職像」として「『芯の通った学校組
織』推進プランの全体像を十分に理解するとともに、主任制度の趣旨をふまえ、学校改革に取り
組む意欲に富んでいる者である」ことを明示し、任用等に当たってこれらの資質の確認を行った。

○教育事務所による指導
教育事務所による学校訪問において、主任制度の趣旨の徹底とともに、「芯の通った学校組織」
の定着を指導した。

［資料＿報告①］
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（公印省略）

教委教人第 ７９０ 号

平成２７年６月１６日

各市町村教育委員会教育長 殿

（教育事務所経由）

大分県教育委員会教育長

主任制度の定着状況に関する調査について（依頼）

大分県教育委員会では、平成２６年１１月１８日に作成した「子どもの力と意欲の

向上に向けた『芯の通った学校組織』活用推進プラン」に基づき、第４フェーズの取

組を進めているところです。

昨年は、主任制度の定着推進の観点から県全体や学校全体の主任手当の拠出状況を

把握するため、平成２６年７月に「芯の通った学校組織」の定着状況調査を実施した

ところです。その結果、拠出していない主任が小学校で約２５％、中学校で約６４％、

県立学校で約８０％に止まっています。その後、大分県教育委員会及び全市町村教育

委員会において主要主任の承認要件を設定するとともに、平成２７年３月１３日付け

教委教人第３７８５号「年度初めにおける適正な学校運営の徹底について（通知）」を

通じ、主任等の任命及び分掌の決定については、当該通知の趣旨に沿って取り扱われ

るよう徹底をお願いしているところです。

つきましては、昨年度と同様主任制度の定着推進の観点から、各小・中学校におけ

る状況について、別添「主任手当の拠出状況について」により調査を実施しますので、

各小・中学校に調査を依頼するとともに、各小・中学校から提出のあった集計表につ

いて、別紙集計表に取りまとめのうえ、下記により平成２７年６月３０日（火）まで

に各教育事務所長あて電子データにて提出願います。

なお、調査結果につきましては、県教育委員会において、県全体及び市町村全体の

状況を公表することを申し添えます。

記

提出書類 市町村教育委員会用集計表（１部）

【担当】

教育人事課

小中学校人事班 射場

TEL:097-506-5425
FAX:097-506-1849

［資料＿報告①］
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（校長対象）

学校名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

１　主任手当受給者は何人ですか。

人

※受給者がいない場合は、以下回答不要です。

 

２　主任手当の拠出状況について、教えてください。

（人数）

人数 拠出している主任 拠出していない主任

把握できた主任

把握できない主任

合計

３　把握できない主任がいる場合、把握できない具体的な理由を教えてください。

・
・
・
・
・
・

〇調査に当たっての留意事項

　　　　　　　　　主任手当の拠出状況について

 （本校、分校毎に回答してください。）

＜主任手当拠出状況調査票＞

　・教職員に対して、引き続き、主任制度及び主任手当の趣旨の周知・徹底を図るようお願い致します。

  ・主任手当が支給されている主任本人から直接口頭で主任手当拠出の有無を聴取してください。
　　聴取に応じないなどにより把握できない場合は、「把握できない主任」として人数を計上してください。

　・この調査は、主任制度の定着推進の観点から、市町村全体や学校全体の主任手当の拠出状況を把握
　するものです。

［資料＿報告①］
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48
.549

49
.550

50
.551

51
.552

52
.5
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48
.549

49
.550

50
.551

51
.552

52
.553
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県立中津北高等学校運動部活動中の事故の概要

平成２７年７月７日
体育保健課

１ 発生日時 平成２７年５月２１日（木）１７時３５分頃

２ 発生場所 県立中津北高等学校柔剣道場

３ 事故当時の状況・経過

○練習参加者 顧問１名
男子部員８人（３年生５人、２年生１人、１年生２人）
女子部員５人（３年生３人、２年生２人）

○関係生徒 県立中津北高等学校１年生男子柔道部員（Ａ君）初段
県立中津北高等学校３年生男子柔道部員（Ｂ君）初段

○概要
・顧問立ち会いの下、１年生男子部員が柔道部の練習中、後頭部を痛打し、意
識不明の状態に陥った。
・ドクターヘリで大分大学医学部付属病院に搬送され、手術を行った。

○当日の経過
【5月21日（木）】
16:15頃 練習開始

（準備運動、補強運動、技の反復練習、寝技の乱取り
打ち込み練習、投げの約束練習）

17:18頃 休憩
17:25頃 練習再開（乱取り練習）
17:35頃 事故発生

【発生の状況】
・Ａ君がＢ君に大内刈りをかけた。
（相手の股の間に足を入れて刈る）
・Ａ君の大内刈りが不十分でＢ君に技がかからなかった。
・Ｂ君が自分の股の間に入っている足を小外がけした。
（刈られた足で股の間に入っている足を刈る）
・Ｂ君の小外がけにより、組んだ状態のままＡ君は背中から倒れた。
・倒れた際、左手を放して受け身をとった後、後頭部を打った。

17:41 救急車要請
17:46 救急車到着、救急隊員の判断によりドクターヘリを要請
18:19 ドクターヘリで大分大学医学部附属病院へ搬送
19:40頃 手術開始

・脳の左側からの出血を抜く施術
22:50頃 手術終了

４ 現在のＡ君の状況について
○大分大学医学部付属病院で治療中である。

［資料＿報告③］
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